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・抑制対象工事 ： 車線規制を伴う車道・歩道上の工事

・路上工事を抑制する期間

①ゴールデンウィーク（４月２５日～５月６日）、夏季観光シーズン（７月１１日～８月１６日）

③上記以外の土曜日、日曜日、祝日

①道路保全のための修繕、補修工事

②交通安全に関する工事で緊急を要するもの（損傷復旧工事など）

③ライフライン（水道・ガス・下水など）の漏洩、破裂、破損事故に伴う緊急工事

④夜間工事（但し、年末年始（1/3まで）及び年度末を除く。）

詳細は、市川国道出張所にお問い合わせ下さい。

※なお、以下の①～④のような安全確保の観点から緊急に実施が必要な工事等やむを得ないものは除き
ます。

７月 ８月 ９月

１０月 １１月 １２月

Ｒ９．１月 Ｒ９．２月 Ｒ９．３月

･対象区間 ：首都国道事務所が管理する直轄国道の路線
　　　　　　　　（一般国道２９８号 東京都葛飾区、千葉県松戸市及び市川市）

②年末年始（１２月１９日～翌年１月３日）、年度末・春季観光シーズン（３月１日～３月３１日）

４月 ５月 ６月

  首都国道事務所の管理する国道では、路上工事による道路利用者への影響を抑える取り組みとし

て、交通需要が多い大型連休やお盆、年末年始、年度末の時期に路上工事抑制期間を設定して路上

工事を抑制します。

令和8年度 首都国道事務所 路上工事抑制カレンダー


